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【事務局発言者】 

天田 聡 JICA 企画部業務企画第二課課長 

杉本 聡 JICA 審査部環境社会配慮審査第一課課長 

上條 哲也 JICA 審査部環境社会配慮審査第二課課長 

 

【事務局以外の JICA 発言者】 

岡崎 克彦 JICA 審査部部長 

 

 

午前９時３２分 開会 

 

開   会 

 

○原科座長 おはようございます。定刻になりましたので開始いたします。既にもう過半

数の方は御出席いただいております。 

 きょうは２８回目になりますけれども、そろそろ区切りをつけたいと思いまして、前回

残りました大きなポイント２つについての対応を考えたいと思います。それから今後のス

ケジュール等も検討したいと思います。 

 

議   題 

（１）新ガイドライン素案（第３版）について 

 

○原科座長 まず、新ガイドライン素案（第３版）という形で出していただきましたが、

変更点といいますか、確認するべき点を御説明いただいて議論したいと思います。上條さ

ん、お願いします。 

○事務局（上條） それでは、きょう配付させていただきました第３版を、修正箇所を中

心に御説明させていただきます。第２版から第３版にかけての修正箇所は７点ありまして、

そこは網かけをしてあります。 

 それでは、確認の意味もこめまして最初のページから一応御説明します。 

 １ページ目は特に第２版からの修正点はございません。 
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 ２ページ目も、「理念」、「目的」のところで特に修正点はありません。 

 １．３の「定義」、３ページですけれども、そこも特に第２版からの修正点はございま

せん。 

 ４ページ目、「定義」の続きですけれども、そこも特に修正点はございません。 

 ５ページ目の１．４の「環境社会配慮の基本方針」も特に修正点はございません。 

 ６ページ、１．５の「ＪＩＣＡの責務」、１．６の「相手国に求める要件」も特に修正

点はありません。 

 ７ページ、１．７、１．８、１．９、１．１０も特にございません。 

 Ⅱですけれども、「環境社会配慮のプロセス」の２．１も特にありません。 

 ８ページ目ですけれども、２．２の「カテゴリ分類」も特に表現の変更はございません。 

 ９ページ、２．３「環境社会配慮の項目」ですが、９ページの部分はないのですけれど

も、めくっていただきまして１０ページ目、ここは前回御指摘のあったところで、パラの

２のところですが、その御指摘をいただいた方と打ち合わせをいたしまして、「不可分一

体の事業の影響」という言葉を入れてあります。ここが１つ目の修正点です。 

 次ですが、２．４は特にございません。 

 ２．５も特に修正点はございません。 

 １１ページ目の２．６のパラ３ですが、最終的な表現としましては、「プロジェクトが

世界銀行のセーフガードポリシーと大きな乖離がないことを確認する」という表現になり

ました。 

 ２．７の「環境社会配慮助言委員会による助言」ですが、ここは前回議論のあったとこ

ろです。ここのパラ１で、ここの表現はいろいろ修正点が入ってわかりづらいですが、こ

こは別紙にもあるものなのですけれども、全文読みますと、「環境社会配慮助言委員会は、

カテゴリＡ案件及びカテゴリＢ案件のうち必要な案件について」、ここから修正が入った

のですけれども、「協力準備調査においては、環境社会配慮面の助言を行い、環境レビュ

ー段階及びモニタリング段階では報告を受け、必要に応じて助言を行う」という表現とい

たしました。 

 では、ここの部分の別紙の説明をいたします。 

○事務局（杉本） お手元の資料の２８－１－２をごらんいただければと思います。 

 いろいろと委員会の中でも議論がありました箇所でございまして、ガイドライン本文に

加えまして、私ども事務局の方で多少具体的な形を考えておりますので、今回資料として
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提示させていただいております。 

 Ⅰの「ガイドライン本文」は、今、上條から御説明申し上げましたので、Ⅱの「運用」

と書いているところをご覧下さい。１の「協力準備調査」、２の「環境レビュー段階」、

３の「モニタリング段階」ということで、それぞれ本文に対応した形で書いております。 

 １の「協力準備調査」につきましては、現行の開発調査を頭に、調査における環境社会

配慮調査のスコーピング案及び報告書のドラフトに対してそれぞれ助言をいただくという

形で記載しております。 

 ２は「環境レビュー段階」でございますが、これは具体的なケースを想定いたしまして、

実際に協力準備調査を実施した場合と、これを実施していない場合ということで２つに分

けて記載しております。 

 （１）の「協力準備調査を実施した場合」でございますが、これは１の流れをそのまま

受けまして、環境レビュー段階におきましては、ＪＩＣＡは環境社会配慮文書の状況に関

する報告を行うと想定しています。「状況」と書かせていただいておりますのは、基本的

にこの前段階の協力準備調査の時点で内容についてかなり細かく見ていただいて、助言も

いただいておりますので、その内容をまた一から説明ということではなく、基本的にはそ

れを踏まえた形での報告等をさせていただくという趣旨でございます。 

 スムーズに流れていけば、そういった形で前の助言も踏まえて物事を進めていけるかな

と思っておりますが、「また」以下で書かせていただいておりますのは、調査を行った後

に環境社会配慮影響に大きな状況の変化が生じた場合等、例えば調査を行った後、いろい

ろな理由で数年期間があいてしまってから案件の具体的な検討が始まったというような場

合には、その期間に何かしら状況の変化が現地で生じている可能性がございます。そうい

ったものを考慮してこれは書いておりますが、何か状況の変化があれば、それは調査以降

に発生したことになりますので、その部分については、これは委員の方から専門的見地か

ら助言を行っていただくということで考えております。 

 それ以降のところでございますが、これは念のためというところもありますけれども、

そういった助言の対象になったもの以外につきましても、委員の方で、この案件について

はぜひ助言をということがございましたら、それは、ある程度事務の制約上時間を区切ら

せていただく必要はあるかなと思っておりますけれども、助言をいただいて、それを踏ま

えてその後の作業をＪＩＣＡの方で進めていくということも考えております。 

 ということで、いずれにせよ、委員の方から助言がということであれば、それはそれぞ
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れの案件に対していただけるような形で具体的な作業の流れをイメージしております。こ

れが（１）でございます。 

 （２）も基本の構造は同じでございますが、１つ違いますのは、協力準備調査を実施し

ないということで、案件としてはここで初お目見えになりますので、その最初の段階では、

そのときに提出されております関連の文書の内容について、案件の概要から説明させてい

ただいて、その上で助言があればいただくというような形にする必要があるのかなと考え

ております。１つ目のセンテンスでちょっと言い回しが違っておりますのは、そういった

ことを念頭に置いたものでございます。それに続いての書きぶりは、基本的に（１）のも

のと同じで考えております。 

 ３の「モニタリング段階」でございますが、これは委員会でも若干説明させていただい

ていますが、上記の案件について、モニタリング段階においては報告を行うことを想定し

ています。また、それにつきまして、協力準備調査段階、環境レビュー段階で、計画段階

で想定していましたいろいろな計画想定から著しく乖離がある等、必要な場合には委員の

方から必要な助言をいただいて、それを踏まえてＪＩＣＡは対応を行っていくということ

を考えております。 

 本文の中身についての多少具体的なイメージということでは以上でございます。 

○原科座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、続けてお願いします。―いいですか。 

 では、私、ちょっと補足します。 

 本文はこのようなことで、別案として前回提示しましたものをいろいろ議論しまして、

こういう格好にしていただきます。それで、中身、具体的にどうかとわからないとまずい

ので、運用について具体的に書いていただきました。３つの場合それぞれこのように書い

てございまして、「ＪＩＣＡが助言を求める案件以外の案件について」というのは、助言

を求める案件というのはある程度規定されますので、それ以外についても特にあった場合

にはさらに意見を出すようにということで、かなり前向きな内容だと私は考えております。

そういう理解でよろしいですね。 

 それでは、先に進めてください。 

○事務局（上條） それでは、また修正箇所の説明をさせていただきます。 

 １２ページはそれ以外特にございません。２．８の「ＪＩＣＡの意思決定」は特に修正

点はございません。 
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 １３ページ、２．９「ガイドラインの適切な実施と遵守の確保」もございません。 

 ２．１０「ガイドラインの適用と見直し」も特に修正点はございません。 

 １４ページ、Ⅲ「環境社会配慮の手続」ですけれども、３．１「協力準備調査」の部分

は、１４ページ、１５ページ、特に修正点はございません。 

 １６ページもございません。 

 １７ページですが、３．２「有償資金協力、無償資金協力（国際機関経由のものを除

く）、技術協力プロジェクト」ですが、３．２．１「環境レビュー」は特に修正点はござ

いません。 

 １８ページ、１９ページはございません。 

 ２０ページ、３．２．２「モニタリング及びモニタリング結果の確認」ですが、パラの

５で２つ修正がございまして、まず１行目ですが、「ＪＩＣＡは、環境社会配慮（影響緩

和策の実施）」という表現にしていたのですけれども、この括弧書きのところ、「（影響

緩和策の実施）」を削除するということです。それから３行下ですが、「また、必要に応

じ、ＪＩＣＡが自ら支援を実施することがある」という部分を加えるということです。 

 ２１ページはほかに特に修正はございません。 

 ２２ページもございません。 

 ２３ページですが、３．３「外務省が自ら行う無償資金協力についてＪＩＣＡが行う事

前の調査」もございません。 

 ３．４「開発計画調査型技術協力」ですが、そこの部分は特に修正はございません。 

 ２４ページも修正はございません。 

 ２５ページも修正はございません。 

 ２６ページもございません。 

 ３．４．５「フォローアップ」の部分も修正はございません。 

 ２７ページ、２８ページと修正点はありません。 

 ２９ページに入って、別紙１ですけれども、２９ページ部分はないのですが、３０ペー

ジで、これは１０ページで指摘したのと同じ部分ですが、３０ページの上の方、「検討す

る影響のスコープ」のパラ２で、１０ページと同じ表現ですけれども、「不可分一体の事

業の影響」という部分をここでも記載してあります。 

 ３１ページも特に修正はございません。 

 ３２ページの「モニタリング」ですが、パラ３で、てにをはの修正が前回入りまして、
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「モニタリング結果を」という表現としまして、次は「当該プロジェクトにかかわる現地

ステークホルダーに公表するよう努めなければならない」ということになりました。 

 ３３ページは特にございません。 

 ３４ページもありません。 

 あとは、３５ページ、３６ページ、３７ページ、３８ページ、３９ページ、４０ページ。

もうありません。以上です。 

○原科座長 どうもありがとうございました。 

 というようなことでございまして、前回の議論を踏まえまして、それらに対する対応を

していただきました。 

 以上の御説明をいただきましたが、まず御質問とかございますでしょうか。 

○吉田副座長 吉田です。前回、前々回と欠席して済みませんでした。学務のためにどう

しても来れなかった。ただ、原科先生とは結構核心というか問題点について意見交換はし

ていた経緯はあります。 

 少し気になっているのは、先の話かもしれないのですけれども、異議申立制度というの

が今後利用されると思うのですけれども、された場合にこの助言委員会というのはどうい

う役割を担うのかなと。その辺は今考えていなくて全然いいのか、あるいは多少委員会の

役割の中に触れておくべきなのかという疑問があったものですから、その辺どのように考

えているのかなと。 

○原科座長 これはどうしましょう。私が言った方がいいのかな。事務局が言った方がい

いですか。では、事務局のお考えを聞いてから、私も一言申しましょうか。 

○事務局（杉本） 現時点で考えているものということでございますが、基本的には、こ

の２つについては、機能、役割としては分けられるのではないかということで考えており

まして、まず助言委員会につきましては、案件の主にＪＩＣＡが行います調査段階が一番

上流ということでポイントかと思いますけれども、そこで技術的・専門的な見地からＪＩ

ＣＡの作業なり計画に必要な助言をいただくということになっておりますので、むしろど

うやって中身をよいものにしていこうかという力点でいろいろとかかわっていただけるの

ではないかと考えております。 

 一方、異議申立につきましては、結果としてガイドラインを守ってＪＩＣＡの仕事をし

ていないと、それによって影響を受ける、また影響を受ける可能性が非常に大きいといっ

た場合に、ある意味最後の手段として申立をしていただくということになりますので、そ
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このかかわりといいますか、取り組みのところはかなり違っているということで整理でき

るかなと現時点では考えております。 

○原科座長 どうもありがとうございました。 

 現在、ＪＩＣＡのシステムで、既に助言―これは審査諮問機関ですけれども―、ご

ざいまして、そしてもう１つ、異議申立の手続もあります。私は異議申立の審査役をやっ

ておりますので私の考えを申しますが、今の杉本さんの御説明にあったようなことで、２

つは独立した存在だと考えています。場合によっては、異議申立の内容によっては、環境

社会配慮が不十分であった場合には助言委員会の助言自体も不適切だった場合もあり得ま

す。そういう意味では、そういうものもチェックするという立場で、外からコンプライア

ンスのためにしっかりやるということで、そんなことになると思います。そのために今や

っている方法は、審査会にも適宜、必要があれば審査役が顔を出して助言委員会の活動ぶ

りを見るというようなこともしております。最近の公立大学法人などでも、監事が、定常

的に評議会とかに顔を出します。この場合は意見も言うので少し変な感じがしますけれど

も、その趣旨はやはり全体の進行を見るということでございまして、そのことによって大

学の活動ぶりをチェックしていくという役割でございます。我々もそういうことで、助言

委員会ですので、それに対してはやはり審査役が顔を出せるようにして、きちんとした助

言をしていただくということになると思います。 

 よろしいでしょうか。 

 清水委員、どうぞ。 

○清水委員 この２８－１－２の資料なのですけれども、今後、恐らくＪＩＣＡさんの中

で審査会に関する要綱というようなものをつくるかと思うのです。それを作成する際に、

この「運用」のところを踏まえて作成されるということでよろしいのかということが１点

と、この委員会の中でも幾つか議論になりましたけれども、そのほか、審査会の運営上の

例えば人数の問題ですとか、そういったことについて、このペーパーをつくられるときに

どのようなお考えがあったのか、なかったのかということについて教えてください。 

○事務局（杉本） まず１点目の御質問につきましては、こういった形できょう委員会の

資料として出させていただいていますので、当然今後の検討はこれを踏まえた形で行って

いくということです。 

 ２番目のどういった仕組みをということにつきましては、これですよという確たるもの

がないのですが、最低限のものとしましては、今の環境社会配慮審査会の形は踏まえた上
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で、案件数は、先の話なので確たる情報はありませんけれども、傾向としてはふえるので

あろうと想定しています。それをどういった形でこなしていくと言うと言葉は悪いのです

けれども、ハンドリングをしていくかということは、ある程度委員会の中を分けてグルー

プ分けするとか、そういったことも考えつつつくっております。その辺はまだ若干詰め切

れていないところがありますけれども、全体として１つの形を保ちつつ、どうやって機動

性を保てるかというようなところでどういった工夫ができるかということは検討している

ところです。 

○原科座長 では、私も一言申し上げます。 

 この間、こういった本文の内容、文章をこのように決めるに当たって、運用についても

このような整理をしていただきましたけれども、当然、イメージはある程度持ちながら議

論しております。 

 私は３つの点が大事だと思っていまして、１つは、助言委員会のメンバーの中立性とい

いますか、客観的な立場からきちんと審査していただくということで、その選任が大変大

事ですね。これに関しましては、やはり環境社会配慮や計画等に関連する学会に相談して、

その支援を受ける。これが１つでございます。これは信頼性を確保するためです。 

 ２番目、３番目は助言の効率性でございますが、現在の審査会は２年ごとに人が入れか

わっておりまして、長期的な関与がしづらくなっております。日本国内の審査会等では任

期１０年ぐらいやったりすることもあります。もっと長い場合もあります。ということで

案件に長期的に関連できますので、かなり助言もしやすいのです。メンバーが入れかわる

とそのたびにもう一回説明し直すということで、かえって手間取っておかしくなってしま

うということがあります。そういうことがないように長期の委任という形にしていただき

たいと思います。これも議論してまいりました。これは効率性にかかわる問題ですね。特

にこれからはプロジェクトサイクルという概念で見なければいけないですから、ここに書

いてございますように協力準備調査の段階と環境レビュー段階、さらにモニタリング段階、

ずっと関与してまいりますので長期にわたります。そういった今後のあり方を考えますと、

どうしても長期委任が大事だと思っております。これが２つ目です。 

 ３つ目は、今、杉本さんがおっしゃったように、これまでのやり方を踏まえますけれど

も、案件がふえる可能性がございますので、本委員会の下にワーキンググループを設ける。

それができるような規定に既になっております。必要に応じて専門家を委員会に招くこと

ができる仕組みになっておりますので、具体的には本委員会のもとにとワーキンググルー

 9



プをケースごとに設けるというようなことで対応できるかと思います。この場合、特に国

際協力分野でございますので、国の状況によって大分様子が違いますから、地域ごとにワ

ーキンググループを設けるとかすれば、ＪＩＣＡのいろいろな業務も関連してうまくいく

と思います。そのような形でワーキンググループを設けることによって効率的な助言がで

きると思います。ということで、効率性を高めるようにぜひそのようなことをお願いした

いと思います。 

 どうぞ、中山委員。 

○中山委員 関連して、済みません、前回の委員会ではかなり品のない発言をいたしまし

て申しわけないと思っております。その後、原科先生とＪＩＣＡとかなり打ち合わせをし

ました。 

 それで、私の認識ですが、まず、この案で大変重要な検討をされているＪＩＣＡを評価

したい。あと、運用まで考えていただいてありがとうございました。 

 私にお願いがございます。 

 こういう工夫されていると思いますが、それでもかなりの負担になると思っていますの

で、工夫をしていただきたいということが１つ。今、先生が言われた工夫でございますが。 

 それから、これは隣に居られる高梨さんはコンサルタントと言う立場上言いにくいと思

いますので私が言いますが、ＪＩＣＡもかなり仕事がきついでしょうから、外部委託がふ

えると思います。そのときに、いやしくもコンサルさんに対して必要なお金を払わないよ

うなことがないように、ぜひ十分な予算の確保をよろしくお願いしたい。 

 それから、ＪＩＣＡも大きな組織になって大変だと思いますが、ぜひ環境ガイドライン

とか、この助言委員会ですか、こういったところに、今も大変優秀な人がいるのですが、

さらに優秀な人をあてて重点的に人的支援をお願いしたい。やはり大きな目標を掲げると

いうことはそれだけ重点投資しないと、ガイドラインが名前だけで負けてしまうというこ

とになるのはこの委員会の委員の皆さんの不本意だと思いますので、そういうことになら

ないようにぜひお願いいたします。 

 これは議事録に残しておきたいので、ぜひよろしくお願い申し上げます。 

○原科座長 どうもありがとうございます。 

 おっしゃったとおりだと思います。中山委員とも個別に議論させていただきまして、や

はり適切な資源配分ということをぜひお願いしたいと思います。コンサルタントの方に過

剰な負担がかかるようでは趣旨に合いませんので、そういったソフトの方に資源配分する。
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むしろこれはＪＩＣＡだけの問題ではなくて、日本社会のあり方の問題でもあると思いま

すので、ハードからソフト、随分言われておりますけれども、そういうことを実現してい

ただきたいと思います。 

 それから、先週、世界銀行のリントナーさんが来まして、世銀の特別セミナーがありま

した。世銀のセーフガードポリシーに関して説明してくれまして、岡崎部長と私の２人が

コメンテーターとして行きまして、意見交換してまいりましたけれども、そのときもリン

トナーさんは、世銀は世界で環境配慮関係の専門家が２５０人いると。他に社会配慮が１

５０人です。ですから合計４００人のスタッフをそろえているのですね。世銀とＪＩＣＡ

の事業規模を考えると、ＪＩＣＡは世銀の半分以上の金額を扱う組織になりましたので、

ＪＩＣＡも２００人ぐらいいておかしくないはずなのです。そうやって考えると、数十人

―今３０人ぐらいでしょうか―で頑張っておられるので、比較すると、仕事の量は多

いし、本当に大変だと思うのです。その意味で、この助言委員会は、外部から審査の支援

をするという意味では、部分的にはアウトソーシング的な意味合いも出てくると思うので

す。ということで、私も、まずは審査部のメンバーをふやしていただきたいと思います。

３０人を５０人か、１００人ぐらいいても構わないと思いますけれども、そのぐらいの感

じでふやしていただきたいと思います。あわせて助言委員会を活用すると言うとおかしい

かもしれませんが、助言委員会の意見もしっかり聞いていただいて、よりよい審査ができ

るようにしていただきたいと思います。意思決定はＪＩＣＡですから、助言委員会はあく

まで助言する役割ですけれども、助言の内容は、技術的な問題に対して支援していくのだ

という考えでございます。 

 高梨委員、どうぞ。 

○高梨委員 １点、助言委員会の人選のところで、先生の方で学会に少しお願いをしてと

いうお話があったので、一言お願いをしておきたいと思います。 

 実際これまで私も審査委員会を傍聴させていただいて、非常に感ずるのは、委員の方は

御自分の専門はお持ちなのですけれども、途上国の状況について必ずしも十分な知識を持

っておられない方が委員としておられるわけです。その方たちの専門性を生かしていただ

くということで参加されていると思うのですが、議論をお聞きしていると、大部分が現地

の状況についての確認といいますか、要するに我々が一般的にわかっているようなことを

中心にお聞きになっていることが非常にあって、そういう面では、専門性と同時に途上国

の経験といいますか、そういうことを要件としてぜひ考えていただきたいと思います。こ
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れからＪＩＣＡさんでは、協力準備調査を含め、大きな無償、技協、有償と、３事業が一

体になって、現地でどう効率的あるいは効果的な援助をするかということで、まさに現場

での経験というのが大事になってくると思います。こういった配慮をするためには、やは

り現地の状況にある程度通じている方がその上に立って、どうプロジェクトを慎重に進め

るかという御意見をいただければ一番いいかと思いますので、人選のときにはぜひ特段の

御配慮をいただければと思います。一言お願いとして。 

○原科座長 それも大変重要なことだと思います。最近の学会は、アカデミックなメンバ

ーだけではなくて、今、高梨委員がおっしゃったように、実務の方も結構入っておられま

すので、学会と申し上げたのはそのようなことで、アカデミックメンバーと実務の方と一

緒に相談して人選していくようなことできますので、そのような学会に特に相談していた

だくといいと思います。アカデミズムだけだと、おっしゃるとおり偏ってしまいますので、

現地のことを知っているというのが大変大事でございます。その意味で、地域別にワーキ

ンググループを設けていただければ高梨委員がおっしゃったようなことも十分反映できる

かと思います。 

 ほかにございますでしょうか。 

 北村委員、どうぞ。 

○北村委員 外務省の北村でございます。 

 ２点、簡単な質問をさせていただきたいのですけれども、先ほど、きょうの新しい紙、

２８－１－２の位置づけを伺おうと思ったのですが、清水委員の質問に対する回答で、内

容的には今後作成されるであろう実施要綱等の中に溶け込んでいくものと理解しましたが、

それでいいかどうかの確認が１点です。 

 ２点目は、ささいな日本語の理解の問題なのですけれども、例えば２の（１）を読ませ

ていただくと、ＪＩＣＡが報告を行って、委員会が必要に応じて助言を行って、その次、

「ＪＩＣＡが助言を求める案件以外」の案件についても追加的に助言が出せるという流れ

になっているのですが、この３文目の冒頭の「ＪＩＣＡが助言を求める」という行為がそ

の前の文脈では出てきていません。私がここで理解したのは、繰り返しですが、ＪＩＣＡ

が報告を行って、委員会が必要に応じて助言を行って、そこで「委員会が助言を行った案

件以外」の案件についても後から場合によっては助言を出せますという流れだと理解した

のですが、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○原科座長 私もそのように理解しましたけれども、むしろ杉本さんから。 
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○事務局（杉本） どうもありがとうございます。 

 １番目の点はそのとおりでございます。 

 ２番目の点は、文章をガイドラインの本文の書きぶりといいますかニュアンスをできる

だけ生かそうと思ってつくったものですから、一部そういった点が出てしまっているとす

れば申しわけございませんが、特に協力準備調査からスムーズに流れてくるようなものに

つきましては、その間が例えば１カ月、２カ月ぐらいですと、状況にほとんど変化はない、

それで、いただいた助言を踏まえて粛々とやっておりますということで、結果的に終わっ

てしまうようなものもかなり出てくるかと思いますけれども、そういうものについて、や

はり助言をということがあれば、その機会については確保しておく必要があるだろうとい

うことで、こういったことを書かせていただいております。 

○原科座長 それはちょっと違うかもしれないですね。１つは、このガイドライン素案第

３版の１１ページをごらんいただきたいと思いますが、２．７の１，一番下のところにな

ります。頭から読ませていただきます。「環境社会配慮助言委員会は、カテゴリＡ案件及

びカテゴリＢ案件のうち必要な案件について」これこれとありますね。「必要な案件」で

すから、そういう意味では、ＪＩＣＡが求めるという言い方がおかしいのかな。その委員

会で必要と思った案件について助言いたしますけれども、それ以外で後で委員が気がつく

こともありますので、そういうものについて追加的に意見を出せるという意味合いです。

ですから、基本的にはこのようなことで対象を絞りますけれども、それ以外について何か

わかった場合にはさらに追加で意見を出せるということだと思いましたけれども、そんな

ことではないですか。何せ、安全ですよ、フェイルセーフということで、意見を出し損な

ったらまずいから、それに対しても対応していただけるという、趣旨はそういうことです

ね。 

○事務局（杉本） 頭のところで絞り込みのようなことが書いてございますけれども、基

本的に、特にカテゴリＡであればＥＩＡも含めて情報公開しておりますので、こういった

案件があるということはある意味公開されていることになりますので、そういうものに対

して、仮に必要なものがあればということでは考えております。 

○原科座長 ですから、ＪＩＣＡが助言を求めるというと諮問という形式になりますから、

諮問ではなくて委員会で判断しますから、必要なものはどんどん助言していただくという

ことになります。そのような枠組みで物を考えているということでございます。委員会の

場だけでやっていくと、委員会が開かれない限り意見を出せないのはよくないので。やは
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り効率性に関係しますね。委員会側からもどんどん提起していただいた方がスムーズにい

きますので、次の委員会まで待たないでも意見を出してもらう。そんなことですよね。そ

の方が効率的に進むということですね。 

 よろしいでしょうか。迅速性の要求が大変強いということで、私もいろいろ考えまして、

先ほどのようなことで、幾つか迅速性に寄与するような工夫をしていただきたいと思って

おります。 

 ほかに御意見とか御質問ございますでしょうか。 

○高梨委員 ちょっと戻りますけれども、１０ページ目の２のところで、新しく「不可分

一体の事業の影響も含む」と入ったのですけれども、私もどこまで議論したか失念してい

るのですが、これの意味をもう一度教えていただければ幸いです。 

○事務局（上條） 私どもの理解は、前回御指摘があったのです。前回の御指摘の表現で

は「不可分の事業の影響」という御提案がありました。それについて前回ちょっとしたや

りとりがあったのですけれども、ではどういう表現で入れたらいいかと。その趣旨がどう

いうことかというのは前回御提案いただいた方から御説明があって、本体事業があって、

関連施設があって、もしそれが一体としてとらえるべきものであれば一体としてとらえる

べきではないかと。そういう場合があればですね。それがまた現実的で、ここは冒頭、

「合理的と考えられる範囲内で」という表現もあるわけですけれども、その御提案いただ

いた方であれば、そういう範囲で結構だけれども、その本体と関連施設というものが一体

としてとらえるべきものであれば、それは一体としてとらえていただきたいというお話が

ありました。考え方はそういうものです。対象としてイメージしているものはそういうも

のです。具体的には鉱山なんていうお話もありましたけれども。ですから、本体と関連が

あった場合、それが一体としてとらえるべきものであれば一体としてとらえてほしいとい

うことです。 

○高梨委員 そのときに私も申し上げたのですけれども、それを一体のものとして考える

べきかどうかということについては委員会で合意したのですかね。そういう提案があった

ことはあれですけれども。 

○事務局（上條） それはその場では合意にはなっていなかったと思います。前回は。そ

ういう御提案があって、ではその御提案を検討しましょうということになったと思います。

ですから、今回は、ここは議論が必要だということであれば、それは議論していただいた

方がいいと思います。 
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○高梨委員 ええ。そういう面で、この前みたいに、鉱山の話と港の話と、それを一体で

すとみなすこと…… 

○原科座長 不可分一体かどうかの判断はケース・バイ・ケースですね。ただ、基本的に

この考え方は必要ですよね。だから、不可分一体かどうかの判断の問題だと思うのです。

不可分一体と明確なものは当然対象になりますよね。だから、これは原則として正しいと

思うのです。ただ、問題は、高梨委員がおっしゃったように、果たして不可分一体と言え

るかどうか。そこが大問題だから。その判断基準までここに書きこめないので、それは今

後さらに検討していきましょう、具体的な事例が出た段階で個別に対応しましょうという

ことだと思います。考え方は必要だと思います。岡崎部長もそうおっしゃったと思います。

不可分一体であればそれは当然だとおっしゃったと思います。 

○高梨委員 ただ、現実には、不可分一体で、もしそれが余りにも明示的であれば、それ

は当然対象になりますよね。 

○原科座長 そうですね。不可分一体かどうかの判断はやはりケース・バイ・ケースです

から、まさに審査の段階でしっかりお願いするということだと思います。 

○高梨委員 若干ミスリーディングなのは、前回の事例が鉱山開発と港みたいな、そうい

う例を出されたので。 

○原科座長 だから、その事例に対して不可分かどうかの判断はしなかったと思います。 

○高梨委員 それを不可分一体と見るというのはいかがかということだったのですよね。 

○原科座長 これは、審査段階で具体的な事例を積み上げることで判断基準が出てくるの

ではないかと思います。この考え方は大事ですから。 

○高梨委員 要するに、ガイドラインはなるべく明瞭でだれが読んでもわかるようなもの

にしておきたいのです。これは恐らく最初に読んだ人はわからないと思うのです。不可分

一体といって、何の不可分、どれと不可分一体かということで。だから、それは先ほどの

議論があって、鉱山開発があって港開発があったとき、それは不可分と考えることもある

のではないかということでこれが入りましたということになると、具体的な案件があった

ときに常にそういうことを考えなければいけないわけですね。必ず我々は個別の案件にあ

ったものを事前に、マスタープランがあるとか、地域計画とか、セクター計画とか、それ

は当然レビューするわけです。そのときにスコープとしてそこまで広げてやるということ

はなかなかないのです。 

○原科座長 ただ、これから戦略アセスという段階になりますと、ある程度そこまでスコ
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ープに入れておかないとうまくないですね。個別事業だとおっしゃるようにかなり乖離が

出てくるかもしれないですけれど。だから、これはやはり具体例を見ながら考えていくの

だと思います。 

 どなたか御意見ございますか。 

 清水委員、どうぞ。 

○清水委員 何点かあるのですけれども、今の高梨委員がおっしゃった点について、まず

１点、鉱山と港だからそれは違うのではないかという御意見でしたけれども、私は、鉱山

と港であっても、鉱山と石炭火力であっても、鉱山と道路であっても、それはケース・バ

イ・ケースで、一体の場合というのはあると思っております。ここに合理的な範囲内でと

書いてありますが、例えばＯＥＣＤのコモンアプローチでこういった表現をしている中で

は、建設のタイミングあるいは建設の場所によって判断するであるとか、恐らくそれはケ

ース・バイ・ケースで、ＡだからＢなのだというような話ではないのかと思いました。と

いうのが１点。 

 それから、この文言については、この「不可分一体の事業の影響」ということを意味し

た文言が世銀のセーフガード政策の中にもありますし、ここでＪＩＣＡとしてこの文言を

入れるということについて私としては特段違和感はなく、国際的な場でも調査がされてい

る種類のものであろうと考えております。 

○原科座長 では、山浦委員、どうぞ。 

○山浦委員 経済産業省の山浦です。 

 前回の委員会の際にこの話が出ましたときに、たしか清水委員だったかと思いますが、

まず「不可分一体」の定義に関してお話があったかと思います。それは鉱山開発と港とい

うことで例示があったと思いますが、その地域において鉱山開発が行われる計画がなけれ

ばこの港湾は建設しなかったであろうという程度の深い因果関係があるものを不可分一体

の事業ということで挙げられていたかと思います。 

 もう１つ、ある程度具体的に書けないとなかなか難しいという高梨委員のご指摘は、確

かに実際に事業を実施されるコンサルを代表する立場の方の意見としては当然かと思いま

す。ですので、そこはなるべく具体的に書くのが望ましいと思うのですが、ただ、そうは

いっても、「不可分一体」の事業の定義を今の段階で例示するのもなかなか難しいという

のが現状です。 

 その際に、たしかこれは満田委員から、「合理的と認められる範囲内で」という文言が
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含まれていることについてご指摘があったかと思いますが、例えば鉱山開発は鉱山開発の

事業者が実施いたします。一方、港の整備を始め周辺のインフラ整備はＪＩＣＡ等が実施

するので、そもそも実施主体が違う。ですので、知り得る情報の程度にも差があると思う

し、そういった中で、例えばある情報を知ってしまって、それでもなおかつ周辺インフラ

開発をやることに合理性があるのかどうかというところを判断するというのがこの文脈の

中にあってというような御説明が前回あったものですから、基本的な考え方は今の２点に

集約されるのかなと私は理解いたしました。 

 ただ、再度申し上げますが、高梨委員のおっしゃるように、具体的に書ける範囲であれ

ば書き込む方がいいというのは、それはそれでごもっともな意見だと思いますし、それを

このガイドラインに書くことが難しい場合には、アペンディックスなど、更に具体的な細

則などによって、これは今後事業を実施する中で具体的な事例が出てくれば、そういうも

のを例示する。もし具体的な例示ができるのであれば事業を実施される方にとっても望ま

しい結果なのではないかなと思います。 

○原科座長 大村委員、どうぞ。 

○大村委員 ７月１５日から環境協力室長になりました大村でございます。 

○原科座長 失礼いたしました。御紹介を忘れておりました。 

○大村委員 いえいえ。今回初めて委員会に出させていただきます。今までの議論を踏ま

えていないところがあって御迷惑をおかけする場合もあるかもしれませんけれども、その

辺は御容赦願います。 

 今の不可分一体ということでございますが、私はＡＤＢで環境審査もやっていたもので

すから、その経験を踏まえて、どのようなことをやっていたかというのを御紹介したいと

思います。 

 不可分一体ということについて具体的な定義があるわけではございませんでしたが、実

際のシーンでは、例えば政府が一体的に計画しているような事業、例えば石炭火力発電所

とその石炭陸揚げのための設備とか。片方は相手国が整備して、片方はＡＤＢがお金を貸

すというシーンがあるわけです。政府が一体的に計画しているのであればアセスも一体的

にやっているであろうから、これは全体として見るのが適切であろうと、こういうことを

判断いたします。 

 もう１つは、似たような事例でありますけれども、例えばダムを上流から下流にかけて

シリーズでつくる、こういうものも一体的に計画されているので、一部は相手国、あるい
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は民間が融資する場合であっても、ＡＤＢが一連の中に融資をしているのであれば全体も

見ていきましょうと。全体を見ていきましょうというのは、全体に対してアセスを一体的

にすることをＡＤＢが言うのではなくて、ほかの部分の環境配慮も同様にやられているか

どうかということをＡＤＢが確認するということでやられております。 

 あと、一体的なといいますと、片方の事業なくしてはもう一方の事業は成立しないとい

うような事業です。火力発電所とその送電線とか、そういう形がある場合には、片方にＡ

ＤＢが融資して、片方は相手側あるいは民間という場合があるわけですけれども、こうい

う場合も一体的に見ようではないかというようなことがおおむね考えられております。 

 しかし、実際は、規模の範囲ですとか、計画された時期とか、いろいろ考えて、本当に

一体的なのかどうなのかということは、現場現場、ケース・バイ・ケースで判断していく

ということがなされております。 

○原科座長 どうもありがとうございました。 

 大村委員はＪＢＩＣのガイドラインをつくるときに随分貢献していただきまして、その

とき以来おつき合いしてきたものですから、ついうっかり御紹介を忘れてしまい、済みま

せんでした。失礼いたしました。 

 それでは、私も例を御紹介します。そういえば日本国内でもございました。愛知万博の

アセスメントのときに、愛知万博自体は当時の通産省、後に経済産業省の担当でございま

すけれども、関連して、当初の計画では海上の森というところの里山を切り開いてつくる

ようなことだったものですから、道路計画とか住宅開発がございました。これは当時の建

設省、それから愛知県とか、そういうほかの主体が関与しておりました。しかし、その後

いろいろ議論していきまして、やはり一体だということで、あわせてアセスメントをやり

ました。そのようなことを日本国内でもやっております。今、例に示していただいたよう

に、幾つかそういう具体例はありますので、そのように明確に不可分一体なものはやはり

対応していくのだと思います。微妙なところはより詳細に検討しなければいけませんが、

そういった例は確かにあると思います。 

 高梨委員、どうぞ。 

○高梨委員 今、大村委員に整理していただいたのですが、前回御出席されていなかった

ので。 

 清水委員が例に出されたのは、民間が鉱山開発をし、それに伴って港湾の整備が必要に

なる場合は一体的に評価すべきだということを主張されたのです。それですぐ我々がレス
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ポンスしたのは、民間の事業に対してＯＤＡの方でどう一体的に評価できるのですかと。

民間の事業はあくまでも民間の、要するにコンプライアンスその他、自分たちの守秘義務

というのは当然あると思います。そこに乗り込んでいって、鉱山をどのように開発して、

どういう生産計画ですか、環境面にはどういう影響が及ぶのですかというようなことをＪ

ＩＣＡのスタディミッションができるのかということで、一体的な事業の影響を見るとい

うことについては難しいのではないかというのが前回の議論の骨子だったのです。 

 ですから、今の大村委員のカテゴリ分けでどこに入るのかわかりませんけれども、恐ら

く世銀でもそういう場合はなかなかやらないと思うのです。民間の事業の環境影響評価に

ついてまで、例えばＡＤＢが港湾を整備しようと。専用港ならまた別ですけれども、恐ら

く通常はほかの用途にも使われることが多いかと思いますから、そういう面では必ずしも

企業向けではないのだろうと思うのですけれども、御知見があれば、今のこういう場合は

どうされるのか、アドバイスしていただければと思います。 

○大村委員 ２点あろうかと思います。１つは民間の事業に対してどこまでＯＤＡ部門が

物申せるかという点、もう１つは不可分一体の定義をどこまで見るのかという問題ですね。 

 前者のことについて言いますと、民間であっても、不可分一体であるならばやはりそこ

は見るべきであろうというのが基本の原則なのですね。ではどういうツールがあるのかと

いうことについては確かに苦労がございます。ただ、大きな事業になってきますと、今、

大抵の途上国で環境アセスメント制度はありますので、大抵環境アセスはやられているの

です。それを取り寄せて、アセスメントの配慮の結果が我々の求めているものと近いのか、

それは満足できる結果なのかということを見るのが多いのですね。まずそれが方法論であ

ります。 

 不可分一体の見方なのですけれども、確かに専用港であれば間違いなく不可分一体であ

ろうかなと思います。ただ、その港湾が多目的なものであって、鉱山のための出荷も一部

担っているという場合がある。これをどう判断するのだということかと思いますが、その

判断は非常に難しいと思います。やはりケース・バイ・ケースで判断するのだろうと思い

ますが、取扱量の大宗を占めているのかどうかとか、そういうことで判断する場合もある

のかもしれません。その辺は、恐らくそれだけ大規模な事業になってきますと政府が何ら

かの関与をしているのではないかと思うのです。そういうところで意見を聞いてくるとい

うのが我々が普通にやっていることではあります。 

○原科座長 それでは、この辺にいたしましょう。そういう問題があるということを踏ま
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えて運用していただくようにいたします。 

 文言は「不可分一体の事業の影響も含む」という表現自体はよろしいでしょうか。 

○吉田副座長 議論の中で、言葉としては「不可分一体と考えられる」というような言葉

を入れておくと、だれが考えるのだということで言えば、それは助言委員会、事業者とい

うようなものが入るから、一言「考えられる」というのを入れておいたらどうなのかなと

今の議論を聞いて思ったのですけれども、おかしいかな。 

○原科座長 私もそんな感じはしたのですけれども。これを入れるか入れないか、どうで

しょう。ただ、「考えられる」だとちょっと弱くなってしまう感じもしますよね。難しい

ですね。 

○吉田副座長 何か付則がいるのか。今議論したような「不可分一体」というのは、

「個々の事業がほかの事業と依存関係にあり、個々の妥当性がほかの事業の妥当性に依存

している」という定義をすれば、議論が集約されるというような。それで、民間と公的事

業の境目というのは、今、大村さんが説明したように、民間事業はその範囲内でのアセス

という法的な規制があって、そこをクリアしている場合においては、それ以上のことは外

部の者はできないという制約がかかる、そういう関係にあるのではないかと思います。 

○原科座長 ケース・バイ・ケースですからね。 

 今、文言の変更に対して御提案がございましたけれども、いかがでしょう。不可分一体

と考えられる。 

 フロアからどうぞ。 

○一般参加者（田辺） ＪＡＣＳＥＳの田辺と申します。 

 その前のところに「合理的と考えられる範囲内で」という言葉が入っているので、「考

えられる」が２回続いてしまうのと、既にここで「考えられる」という表現が入っている

ので、それは今のままでいいのではないかと思うのです。 

○原科座長 前に入っていますね。それではいいですかね。「合理的と考えられる範囲内

で」これこれと。吉田委員、それでよろしいですか。 

○吉田副座長 そうですね。 

○原科座長 そろそろ切り上げますが、満田委員、では一言だけ。 

○満田委員 文言については今ので異存はないのですが、最後に出ていた、民間の事業に

おいてはどこまで見るのだという高梨委員の問題提起は、おおむね大村委員が答えていた

だいたとおりだと私も考えております。民間の事業であっても、事業効果の発現において、
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例えばこの港湾なりがないと全体の効果が発現できないというように一体となった事業に

おいては、やはり原則は見るのかなと。もちろん、その手法において課題があることは承

知しているのですが。 

 それで、鉱山開発の場合、鉱山開発において政府の関与がないというのは、これだけの

大規模な開発においてはなかなか考えられないと思っておりまして、自然に考えて、鉱山

開発されて、その鉱山開発の積出港をメインの目的とした港がつくられるような場合には、

その国の政府が関与していないことはないのではないか。といたしますと、対政府への支

援を行うＪＩＣＡとして、直接的な働きかけではなくなってしまうにしろ、何らかの取っ

かかりはありますので、そこで合理的と考える範囲でレビューなり働きかけができるので

はないかと考えております。 

○原科座長 そうですね。そういうことだと思います。 

 高梨委員、どうぞ。 

○高梨委員 １つ記録として残しておきたいのは、私が申し上げているのは、民間でやる

事業に政府がＥＩＡなりをかけるというのは、それはそれで別途あると思うのです。ただ、

私がここで議論したいのは、それをＪＩＣＡとしてレビューするところまでできるのかと

いうことなのです。要するに、鉱山会社とある国の政府の間でＥＩＡの協議をして、環境

配慮はしっかりしていますねと。それに関連のあるＪＩＣＡのプロジェクトだから、現地

政府に言って、鉱山開発に伴うＥＩＡの一通りのレポート、それから企業の計画等々を全

部出して見せてくださいというようなことができるのかどうか。それは政府の方でやる１

つの責任であって、ＪＩＣＡがそれをまたレビューして、本当に一体的な問題がないかど

うかというところまで現実にできるのか、またやっていいのかなというところがある。 

○原科座長 おっしゃるとおりです。それは状況によりますからね。ただ、ＪＩＣＡとし

ては持続可能な社会をするために貢献するというのが基本命題ですから、そういった立場

からいろいろなところにレバレッジをきかせてやるのだと思うのです。だから、おっしゃ

るとおり現実にできない場合は、それはやってはいけないですけれども、いろいろな形で

政府は通常関与しますから。当該国の政府はですね。そういうところを活用してそういう

国際貢献をしていくのが基本だと思うのです。これはそういう観点からの話だと思います。

ですから、おっしゃるように、当該国の民間企業の自由な活動を阻害することはできない

と思います。 

○高梨委員 若干補足ですけれども、そういう面では、ガイドラインでそういうことを徹
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底させるということではなくて。 

○原科座長 そこは合理的な範囲内でということですから、これはむしろ高梨委員がおっ

しゃったようなスタンスで書かれております。 

○高梨委員 そうではないＪＩＣＡのツールで、それこそ技プロ等で現地の環境社会配慮

をもっと彼らが独自にできるように、そちらの方でしっかり応援をしていって、ガイドラ

インを厳しくして、それでもってどんどん徹底してやるという、ちょっとそこは逆なあれ

だろうと思っています。 

○原科座長 これはそういう意味では厳しくしていないと思います。合理的な範囲内と書

いていますから。 

○高梨委員 ただ、こういう文章があると、一体的にやりなさいというと現場でどうなる

かといったら、やはりそういうものを出してもらおうということになってきて、ではそれ

は本当にできるのかということになってくるのですね。 

○原科座長 そうでしょうか。それは現場でそこまで……、どうなんでしょう。まさに状

況によると思います。 

○高梨委員 最初のやり方だときっとそうなる。一体的に書いてありますと。それで合理

的な範囲でというので、合理的範囲はどこかというのを決めなければいけないですからね。 

○原科座長 でも、不可分一体かどうかの判断がまずありますからね。 

○高梨委員 そうです。まず業務指示書で、関係の情報を集めてくださいということにな

って、我々現場では行くわけですね。政府には話をして、これのＥＩＡはありますかとか、

生産計画はどうなっていますかというようなことを聞いてくる。それは出せませんとなっ

たときに、ではどうしましょうかという話になるわけですけれども、そこのところの現場

での作業が当然出てくることになるのです。 

○原科座長 それはそうなりますけれども、無理はできないと思いますから、まさにケー

ス・バイ・ケースだと思います。 

 満田委員、どうぞ。 

○満田委員 今の高梨委員の疑問については、まさに座長がおっしゃったとおり、そうい

うことができないと判断される案件にはＪＩＣＡとしては支援できないということになる

のではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○原科座長 そうですね。そんなことだと思います。これはＯＤＡのあり方ですごく大事

なことだと思います。基本的なところにかかわりますので。 

 22



 どうぞ、大村委員 

○大村委員 どこまで情報を取るかということなのですが、環境アセスメント報告書につ

いてはそんなに心配なさらなくてもいいのかなと思います。というのは、そもそも公開を

前提としてつくっている場合も多いので、そこは余り心配しなくてもいいのかなと。ただ、

企業の諸元ですとか、生産計画ですとか、そこまで入ってきますと難しいと思います。た

だ、ここで本当にＪＩＣＡとして必要なのは、どこまで環境配慮がなされているのか、影

響が出るのか出ないのか、対策がしっかりとられているかどうかということでありますの

で、アセス報告書を入手すれば大抵のことはわかるのではないかと思います。 

○原科座長 では、以上にいたしましょう。 

 あと３０分でございますので、この文言の修正に関して、以上のことを踏まえて、そう

いう理解のもとで、このような表現でよろしいかどうか御判断いただきたいと思います。

いかがでしょうか。合理的な範囲内でということのもとで、その中身は、今おっしゃった

ように、そんな無理なところまではお願いしないということだと思います。 

 中委員、どうぞ。 

○中委員 今の議論の関連で発言をさせて頂きますが、皆さんの言われる通り基本的には

合理的な範囲内でケース・バイ・ケースで判断する、というのが委員会の総意である旨確

認させて頂きたいと思います。本日の委員会での議論は例として議論されたもので、具体

的にはケース・バイ・ケースでプロジェクト毎に決めていくというのが委員会の総意であ

ると理解しています。 

 又、ＯＤＡと民間事業をどの程度リンケージすべきかについてはこの場では議論が難し

いと思いますが、民間事業者の立場から、公開できるもの、できないものが出てくるのは

当然予想されますので、実際には運用が難しくなる状況が予想されると思います。この点

についてで議論しても結論は出ないと思われますので、文言についてはこれで宜しいかと

思います。 

 本日の議論が実際の運用を何ら規程するものではないということだけは、確認させて頂

きたいと思い、発言させて頂きました。 

○原科座長 これからパブリックコメントをいただきますし、コンサルテーションもござ

いますので、そういったものを経てガイドラインができ上がりますので、さらにまた具体

的な検討が積み重ねられると思います。 

 それから、実際の運用段階でまたいろいろ出てきますので、その段階で助言委員会等と
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もよく御相談いただいて進めていただきたいと思います。 

 北村委員、どうぞ。 

○北村委員 外務省の北村でございます。 

 議事録に残すという意味で、先ほどの満田委員の発言がどうしても気になっているので

すけれども、まさに不可分一体かどうかについてケース・バイ・ケースの判断であるとい

うのはもちろんなのですが、本当に万人が納得する不可分一体と、そうではないグレーゾ

ーンと、多々あるので、民間の方の事業がだめな場合にはＪＩＣＡはもう何もできないの

だというような単純な図式ではなくて、まさにＪＩＣＡの事業が本当に不可分一体なのか

の議論、それが今後一番焦点になってくる部分かと思いますので、改めて発言だけさせて

いただきたいと思います。 

○原科座長 あと２５分です。 

 フロアからも挙がりましたので、フロアと満田委員と順番にいきましょう。では、フロ

アの方、どうぞ。 

○一般参加者（作本） 話す機会をいただきまして。ＪＥＴＲＯの作本です。 

 今のお話で、高梨委員から指摘された、事業主体が民間なのか、ＯＤＡ、政府なのかと

いうことは大きな分かれ目なのです。このガイドラインに出てくる表現は、「合理的と考

えられる範囲内で」という１つ主観的な判断を入れた上に、さらに「不可分一体」、これ

は見た目に不可分一体なのか、実質的にそうなのか、形式的にそうなのか、ここの判断、

２つのあいまいさを重ねているわけですね。そういう意味で、これはガイドラインの文言

として不適切であると。―ごめんなさい、きついですか。それよりも、高梨委員から指

摘された事業主体、この事業のメインの部分は政府だ、だけど周辺は民間協力だという、

これがふえつつあるわけです。これから民間と政府との共同のそういう事業がふえつつあ

る。私は、そういう分野についてＪＩＣＡのこのガイドラインが明らかに入り込む必要は

ないかもしれない、それならばそれなりの表現をとるべきだと。あいまいな、見た目に一

体的かどうか、そのような表現で解釈できるようなガイドラインをつくってもらいたくは

ないです。むしろ高梨委員が指摘された、事業主体がだれか、事業主体の中心部分が政府

ならばそれに引きずられるべきであるとか、そういう１つの方向性を示す判断材料をこの

場で提供していただきたい。 

 以上です。 

○原科座長 今の御意見は、文言の修正をするべきだということですか。 
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○一般参加者（作本） そういう意見です。 

○原科座長 どのような修正を御提案されますか。 

○一般参加者（作本） 今この場では考えておりませんけれども、「合理的と考えられる

範囲内」、これは全体的に１つの交通整理をする表現としてよろしいかもしれないですが、

「不可分一体の事業の影響も含む」とここで断定している。これはＯＤＡに入り込むべき

なのか、そうでないのかということをはっきりこの場で白黒、表現以前に白黒つけていた

だきたい。 

 というのは、今、大村さんがおっしゃったように、民間への環境配慮というのは、アセ

スをクリアすること、社会配慮を含まないようなレベルということが一般的なわけですね。

それに対してＯＤＡはさらに進んで社会面の配慮までお願いしているわけです。そこのレ

ベル差をどのようにＪＩＣＡのガイドラインが吸収して消化するかというところが問われ

ている重要な部分であるかと思います。 

○原科座長 ということは、今おっしゃるのは、メインが政府であって、周辺が民間の場

合には、基本的に対象とするという考えで明記すべきだと。 

○一般参加者（作本） そこは皆さん方の議論にお任せします。 

○原科座長 これまでの議論はそれに近いと思いますけれども。 

 岡崎部長、どうぞ。 

○ＪＩＣＡ（岡崎） 議論の整理のために申し上げますけれども、この問題は今朝の日本

経済新聞にも報道されていますが、日本政府が今検討しているのは本体事業ではなくて、

その周辺施設へのＯＤＡの供与なのです。本体事業が公的機関によるものであれば、その

事業をＯＤＡで取り上げるときには当然このガイドラインに沿って行うことになります。 

 問題の難しさは、資源の確保を日本として進めていくときに、本体事業は資源メジャー

とか民間企業が主なので、それをＯＤＡで支援することは難しい。しかし、周辺施設に円

借款を供与することで、資源の増産とか、その増産を行うことで結果として出てきたもの

を日本が確保しやすくする。そういう周辺部分に何とかＯＤＡを活用できないかというこ

とが、これまで経済産業省を中心に検討されましたし、今朝の日本経済新聞でも、私は記

事を詳しく読んではいませんが、レアメタルを確保する際に、本体事業の部分はＯＤＡは

なかなか難しいだろう、しかしその周辺施設にＯＤＡを供与することによって何とか資源

の確保に円借款を活用できないかという話を政府ではしているわけです。ですから、その

周辺部分のファシリティについて円借款を供与する場合、これは当然公共事業として行わ
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れる部分で、それは従来と同じように、新しいガイドラインで要請されるようにその影響

を評価すればいいわけです。 

 問題は、周辺施設と言っているときには当然本体事業があるわけです。政府の方針とし

て周辺施設への円借款を供与すると言っているときに、周辺施設だけしか見ません、本体

は全く見ませんというわけにはいかない。しかし、本体事業が民間の企業によって行われ

ている場合、それから民間と公的な機関でジョイントで行われている場合、あるいは公的

な機関で行われている場合、これはもうケース・バイ・ケースで、今決めることはできな

いわけです。何があるかわからないから。ただ、考え方として、あるいは取り組みとして、

周辺施設を支援するときにも真ん中にある部分についてある程度見ていきましょうという

ことはこの場でガイドラインに書き込んで問題ないだろうと思います。 

 ただし、実際のところは本当にケース・バイ・ケースですし、どこまで関与できるのか、

前回も例が出ましたし、きょうも例が出ましたけれども、鉱山のためだけの港という場合

と、いろいろな人たちが使う港があって、その一ユーザーとして鉱山が出てくる場合、こ

れは港を整備する、そこにファイナンスするＪＩＣＡであっても、当然影響力の行使に濃

淡が出てくるわけです。ですから、本当にこれはケース・バイ・ケースの話になってしま

いますので、考え方として、周辺施設を支援する場合にも本体事業のことはある程度考え

ますよということだけをガイドラインに書いていただいて、あとは個別の判断、ケース・

バイ・ケースにならざるを得ないのだろうと思います。 

○原科座長 そのように思います。ですから、周辺が政府であっても、本体が民間という

場合でも、今のようなことで考えなければいけない場合もあるということでございます。 

 そのようなことで、文言はこれでよろしいでしょうか。私はまだ気になるところがあり

ましたけれども、我慢します。ここでストップしましょう。 

 では、ここまでで文言に対しては一応固まったといたします。 

 それでは、もう１つ、異議申立制度のことをあわせて議論しなければいけないのですが、

時間が足りなくなりましたので、異議申立制度以降についてどう進めるか、進め方に関し

まして、事務局、今どのようにお考えか御説明いただきたいと思います。 

○事務局（杉本） では、座長からございました異議申立の件の進め方で今考えていると

ころを御紹介させていただきます。 

 本日この委員会で、この第３版の内容において、これでとりありえずパブリックコメン

ト前の検討は終了ということになりましたら、過去の委員会の議論も踏まえて既に内容の
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検討はしておりますけれども、異議申立制度が、今、ＪＩＣＡとＪＢＩＣと２つございま

すので、これを統合した形のものにつき急ぎ本格的な検討に入りたいと思っております。

できるだけ一人一人の関係者の御意見を伺いつつ、ガイドラインに比べますとかなり短い

ものでもありますので、内容をできるだけ早急に詰めまして、８月末か９月頭か、なるべ

く早いタイミングにて委員会で御議論いただくような形で準備を進めていければと思って

いるところでございます。 

○原科座長 ありがとうございます。 

 それでは、異議申立に関しましては既にそれぞれの組織で持っておりますので、それを

ベースに統合させる格好のものにしていただきたいと思います。かなり類似しております

けれども、今、審査役はそれぞれ２名でしたか。２名ずつですね。世銀は３名でございま

すから、今後は２から３というようなこともあり得ると思います。大変大きな組織になり

ましたので。３というのは奇数ということで、リーダーシップをとる人とサポートする人

達という格好で組めますので、３というのは悪くないと思います。世銀はそんなことでや

っております。ですからインスペクションパネルという言い方をしております。 

 もう１つはタイミングです。どのタイミングで異議申立できるか。これなども世銀のシ

ステムを参考にしたらいいと思いますけれども、かなり早い段階から異議申立ができる格

好でございます。現行のＪＩＣＡ、ＪＢＩＣはそれに比べてはタイミングが遅くなってお

りますけれども、この辺をどうするかです。そのようなことが２つあると思います。 

 ということで、事務局で案を御検討いただくようにいたしましょう。その間、もちろん

皆さん御意見おありかと思いますので、また意見を出していただきたいのですが、そうい

ったものを踏まえて案をつくっていただきたいと思います。８月下旬までは委員会を開く

ことができませんので、そのようなことで進めさせていただきます。 

 このガイドライン第３版で一応パブリックコメントに付すものは固まったということに

なりましたので、これを英語にも翻訳していただきます。翻訳するための作業時間が要り

ます。それで、翻訳したもののドラフトは一応皆さん見ていただいて確認した上で、あわ

せてパブリックコメントに付すようにいたしたいと思います。 

 そんな進め方でよろしいですか。事務局、いかがでしょう。 

○事務局（上條） 確認なのですが、英語のドラフトも皆さんに見ていただくというのは、

それはメールでよろしいのですか。 

○原科座長 メールでいいと思います。一応目を通した方がいいのではないですかね。皆
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さん気になる表現があると思いますから。特に expected to meet という表現とか、いろ

いろありましたね。気になるところは確認していただいた方がいいと思います。 

 どうぞ。 

○吉田副座長 原科先生がまとめていただいたのですけれども、ちょっと気になるのは、

今の議論の２番目のところは、きょうまだ議論が結構発散していたような気がしたので、

ここに関してはパブリックコメントを受けた後でもう一回文言についても整理するという

理解でいいのですか。 

○原科座長 それはすべてに関してそういうことになります。基本的には、パブリックコ

メントにかけて、また意見をいただいた上で、それに対してこれまでの我々の議論がきち

んとした対応できるものか、あるいは御意見の方に合わせた方がいいか、それはそれぞれ

確認します。そういった大きな枠の中では今おっしゃったとおりでございまして、この部

分はコントラバーシャルといいますか、議論があるかと思います。 

○吉田副座長 ある意味ではガイドラインの核心なんですよね。そう思うからこそみんな

真剣に議論していると思うので。 

○原科座長 ガイドラインのあり方の問題ですからね。 

○吉田副座長 社会配慮のあらゆる意味での核心部分だと私は理解しているものですから、

ちょっと慎重にという、そういう意見です。 

○原科座長 それから、政府のＯＤＡ大綱といいますか、そういう方針との整合も図るよ

うなことで、大きな枠というものを考えなければいけないと思います。 

 岡崎部長、どうぞ。 

○ＪＩＣＡ（岡崎） 御参考までに、先ほど原科先生からも御紹介がありましたが、先週、

世界銀行東京事務所で世銀のセーフガードポリシーをテーマとした講演がございました。

実は、それに先立つ２日間、ＪＢＩＣと NEXI と、さらに赤道原則を署名している民間

の金融機関の環境社会配慮の担当者、それにＪＩＣＡの環境社会配慮の担当者の合計３０

名が参加して、２日間にわたって研修を行いました。そういうことで、世銀のセーフガー

ドポリシーということを単に書くだけではなくて、これはこの１０月から施行されるＪＢ

ＩＣのガイドラインにも明記されておりますが、その内容についての研修をいたしました。 

 次のステップとして、今翻訳も進めておりまして、世銀の方で仮訳したものをＪＩＣＡ

の審査部で確認して、それを世銀の東京事務所のホームページに公開することにしており

ますので、この夏、英訳、和訳それぞれあるのですが、少なくとも世銀のセーフガードポ
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リシーについては秋口には日本語がアップされることになると思います。情報としてお伝

えしておきます。 

○原科座長 そうですね。そういうことで、世銀のセーフガードポリシーも中身がより広

く確認されると思います。 

 それでは、きょうのところはよろしいでしょうか。 

 最後にもう一回まとめますけれども、第３版で文言が確定しました。確定しましたので、

確定版、同じものですけれども、これを見やすいようにしたものをつくっていただいて。 

○事務局（杉本） では、今は見え消しで入れておりますが、これもすべて反映して、き

れいにしたバージョンで提示させて頂きます。 

○原科座長 そうですね。それで一覧表になっていればわかりやすいから。 

○事務局（杉本） では、それでまた委員の方にメールでお送りするような形にします。 

○原科座長 その上で、ケアレスミス等ございましたら御指摘いただきたいと思います。

それには対応させていただきます。 

 それから、翻訳作業をお願いしますので、次回の委員会は８月の下旬ぐらいには可能で

しょうか。それとも９月になってしまうのでしょうか。 

 もう一回言いますと、次回の委員会は異議申立に関して確認して、そのときは英文も用

意していただいて、その場で文言が決まれば、パブリックコメントに合わせて書くという

段取りがよろしいかと思いますが、いかがでしょう。それとも本文を先にパブリックコメ

ントにかけて２段階でやるということもありますけれども、一遍にやってしまった方がい

いかなという感じがします。 

○事務局（杉本） そうですね。中でも議論したのですが、後から異議申立が追いかけま

すと、それだけを見ているとよくわからないというところがあるのかなとも思っておりま

して、セットの方がわかりやすいといえばわかりやすいのかなとは思っているのですけれ

ども。 

○事務局（天田） 差し支えなければ、セットでやらせていただければ。 

○原科座長 皆さん、いかがでしょうか。 

 北村委員、どうぞ。 

○北村委員 スケジュール感の共有だけさせていただきたいのですけれども、そうなると、

次回までに異議申立制度の案文なり何なりをつくって有識者委員会で議論し、その結果で

きた案文も英訳した上で、例えば９月の中旬以降ぐらいに両方をパブリックコメントにか
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けるというような流れですか。 

○事務局（杉本） 大体そのようなイメージを持っております。 

○原科座長 異議申立に関しては日本語と英語と合わせて用意していただいた方がスムー

ズにいくかなと思ったので。短いですからね。 

○北村委員 そこから先、最後、完成版に至るまでの道筋はどうなるのでしょうか。 

○原科座長 私のイメージは、昨年度中に終らせたいと申し上げて大分遅れてしまいまし

たから残念で、余り言いたくないのですけれども、早く仕上げたいと思います。９月のそ

の段階で答えが出れば、それからパブリックコメントをお願いしまして、１月半ぐらいで

しょうか。ＪＢＩＣも大体４０日ぐらいやられましたので、１月半ぐらいお願いしまして。

そうすると１０月いっぱいで終わって、１１月ぐらいにフィードバックをこの委員会でや

って、パブリックコンサルテーションはそれに合わせてやりますか。やはり同時に。 

○事務局（杉本） 今考えておりますのは、パブリックコメントの間に、それを補完する

ような形で、ＪＩＣＡも主要都市にセンターがありますので、そういった会場を使いつつ

開催するというものです。前回のＪＩＣＡのガイドラインでそういった形でやらせていた

だいたということがありますので、そんな形で今は考えております。 

○原科座長 そのようにスムーズにいきますと、１１月にはフィードバックの委員会を持

てますので、１１月に大体固めて、１２月に内部手続に入っていただければ、２０１０年

１月１日にはスタートできるかなと勝手に思っております。ただ、制定は１月１日でも、

施行は４月１日とかになるかも知れません。それがスムーズにいった場合だと思います。

ですから、今年度中にはでき上がるということを希望しております。そんなイメージでよ

ろしいでしょうか。北村委員、そんな感じでございます。今のようなイメージでよろしい

ですか。 

○北村委員 なるべく早くお願いしたいと、それだけでございます。 

○原科座長 できれば２０１０年１月１日施行と。ＪＥＴＲＯがそうだったですね。１月

１日に制定・施行しましたのでね。我々もできれば１月１日の段階でスタートできればあ

りがたいと思います。 

 それでは、きょうのところはここまでということでございますが、よろしいでしょうか。 

 日程は作業の進み方の関係もございますので、後日また調整させていただくことにいた

します。 

 それでは、どうもありがとうございました。 
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午前１０時５３分 閉会 

 


